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1. はじめに *

米 国 は 自 由 で 民 主 主 義 的 な 社 会 の 実 現 を ， 国 家 戦 略 ・ 政 策 の 基

本 的 目標 と し てい る ． 米国 合 衆 国憲 法 修 正第 1 条 は 議会 に 表 現・出

版 の 自 由 を 制 限 す る 立 法 を し な い よ う 求 め て い る が 1， こ れ は 情 報

に 対 する 米 国 全体 で 共 有さ れ た価 値 の一 部 を 示し て い る． 従 っ て ，

連 邦 政 府 の 情 報 も 基 本 的 に は 国 民 へ の 公 開 は 当 然 で ， 情 報 を 秘 密

に す る と い う こ と は は あ く ま で 例 外 的 な 措 置 で あ る と 考 え ら れ て

い る ． 2情 報 戦 略 の 大 家 で あ る J .ア ル キ ッ ラ は ， 米 国 は 情 報 戦 略 立

案 の 目 標 と し て ‘ 保 護 さ れ た 公 開 性 （ gua rd ed open es s）’ を 志 向 す

べ きで ある と述 べて いる ． 3

そ の 意 味 で 国 家 安 全 保 障 に 関 す る 情 報 は ， 米 国 政 府 が 秘 匿 せ ざ

る を 得 な い ， 数 少 な い 政 府 情 報 の 一 つ で あ る と い え る ． 国 家 安 全

保 障 （ na t i ona l sec u r i t y） と いう 言 葉 が何 を 意 味す る の かに つ い て ，

学 術 的 に は 明 確 な 解 答 が 得 ら れ て い な い ． 4だ が ， 米 国 の 安 全 保 障

実 務 の 観 点 か ら 言 え ば ， 国 家 安 全 保 障 の 意 味 す る と こ ろ は 秘 密 指

定 情 報 制 度 の 形 成 を 通 し て 理 解 す る こ と が で き る ． 本 稿 で は ， 米

国 の 秘 密 指 定 情 報 制 度 の 歴 史 的 変 遷 を 追 い ， 国 家 安 全 保 障 に 係 る

米 国 の 情 報 管 理 制 度 の 中 心 的 内 容 を 理 解 し ， そ の 政 策 的 含 意 を 考

察 する ．

2. 秘密指定情報制度総覧

‘秘 密 指定 情 報（ cl a s s i f i ed in fo rma t i on）’ は 合 衆 国 法 の 定義 に よ

る と，
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“ 法 律 また は 大 統領 命 令（ま た は法 律 ・大 統 領令 に 従 っ

て 発 せら れ た 規則 ま た は命 令 ）に 従 って ，国 家 安全 保 障

上 の 理由 か ら 特定 の 保 護を 必 要 とす る と 指定 さ れ，か つ

明 確 な マ ー キ ン グ 5ま た は 表 示 が な さ れ た 情 報 ま た は 資

料 ” 6

で あ る と さ れ て い る ． 現 在 の 法 的 な 定 義 は シ ン プ ル で あ

る が ， 実 際 の 秘 密 指 定 情 報 制 度 は 米 国 史 に お い て さ ま ざ ま な

形 態を とっ てき た．

米 国 の 歴 史 を 振 り 返 れ ば ， 国 家 安 全 保 障 に 関 す る 情 報 は も

と も と 軍 部 の 独 占 的 権 利 で あ っ た ． 建 国 期 よ り 陸 海 軍 の 命 令

及 び 規 則 で 決 め ら れ て い た 秘 密 指 定 情 報 が 初 め て 体 系 的 な 形

と な っ た の が ， 1912 年 2 月 発 令 の 一 般 命 令 第 3 号 （ Gen e ra l

Orde r No .3）で あ ると さ れ る． 7 こ の 頃は ま だ 上記 の 定 義に あ

る よ う に ， 情 報 の 秘 匿 程 度 に 応 じ た マ ー キ ン グ 措 置 な ど は な

さ れ ず ， 対 象 書 類 に シ リ ア ル 番 号 が 付 与 さ れ る と い う 登 録 制

度 が 採 用 さ れ て い た ． そ の 後 米 国 が 第 一 次 世 界 大 戦 に 参 戦 し

米 軍 が 大 き く な る と ， 一 般 命 令 第 64 号 が 発 令 さ れ （ 1917 年

11 月 ），登 録 制度 か ら 現在 の 3 段 階 マー キ ン グ制 度 が 採用 さ れ

る こ と に な る ． こ の よ う に 米 国 の 秘 密 指 定 情 報 制 度 は ， 当 初

軍 部独 占の 形で あっ た．

現 在 の秘 密 指 定情 報 の 原型 は ，1940 年 3 月 22 日 の F.D.ル ー ズベ

ル ト の 大 統 領 命 令 8381（ Exec u t i ve Orde r , E.O.83 81)で あ る ． 8こ れ

に よ っ て ， 軍 部 で は な く ， 文 民 の 長 た る 米 国 合 衆 国 大 統 領 が 明 確

に 秘密 指定 情報 の権 限を 行使 する とい う慣 行が 生ま れる ．

そ の 後 大 統 領 命 令 に よ っ て 秘 密 指 定 情 報 の 内 容 ・ 範 囲 が 多 様 に

変 化 を遂 げ る ．第 二 次世 界 大 戦後 の 1950 年 2 月 に は H.S .ト ル ーマ

ン 大 統領 が E.O. .1 010 4 で E.O .8381 を 更 新．こ れ によ っ て 米国 の 秘

密 指 定 情 報 は ，‘ Res t r i c t e d’, ‘ Con f iden t i a l’, ‘ Se c r e t’, ‘ Top

Sec r e t’の 4 段 階 マー キ ン グを 持 つ こと に な る．こ れ は米 国 の 同盟

国 と の一 貫 性 を保 と う とす る も ので あ っ た ．9ま た，こ の E.O .10 10 4

は 米 合 衆 国 大 統 領 が 憲 法 に よ っ て 秘 密 指 定 権 限 を 持 つ こ と を 初 め

て 明 言 し た が ， こ の こ と は 後 に 最 高 裁 判 所 判 決 も 大 統 領 が 憲 法 上

最 高 司令 官（ Commande r - i n -Ch i e f）で あ ると の 理 由で 追 認 して い る ．

10

ト ル ーマ ン 大 統領 は 51 年 9 月 24 日 に は新 た に E.O.1 029 0 を 発 令

し て い る ． こ れ に よ っ て ， 初 め て 秘 密 指 定 情 報 の 対 象 が ‘ 国 家 防

衛 （ national defense ）’ と い う 軍 事 情 報 か ら ，‘ 国 家 安 全 保 障

（ national security）’ と い う 非 軍 事 情 報 に も 拡 大 す る ． 秘 密 指

定 情 報 の 対 象 が ‘ 国 家 安 全 保 障 ’ に 広 げ ら れ た こ と で ， 国 家 安 全

保 障 政 策 実 施 に 役 割 を 持 つ 非 軍 事 機 関 に も 大 統 領 か ら 秘 密 指 定 権

限 が委 譲さ れる こと にな った ． 11

だ が ， こ の 大 統 領 命 令 が 作 り 出 し た 広 範 な 秘 密 裁 量 権 は ， 国 民

及 び メデ ィ ア から 大 き な批 判 を 受け た ．そ こ で，次 期 大統 領 の D.D.

ア イ ゼン ハ ワ ーは ，1953 年 11 月 の E.O.1 0501 で 秘 密指 定 の 内容 を

厳 格 化す る ．E.O. 10501 は ，大 統 領が 秘 密 指定 権 限 与え る 省 庁を 17

省 庁 に 限 定 し ， 自 動 的 に 秘 密 指 定 が 解 除 さ れ る 条 件 を 加 え た り な
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ど し た ． ま た ， 指 定 対 象 を 再 び ‘ 国 家 防 衛 ’ と し た ． そ し て ，

ア イ ゼ ン ハ ワ ー は ‘ Res t r i c t ed’ の 分 類 を 排 除 し て 秘 密 は 3 段 階 と

し た．

ア イ ゼン ハ ワ ーの 大 統 領令 で は また，こ の 3 段 階 マー キ ン グの 判

断 基 準が 明 文 で示 さ れ てい る ．こ の 大統 領 令 にお い て‘Top Sec r e t’

と は，国 家 に‘非 常 に深 刻 な（ excep t i ona l l y gr ave）’ 損 害 を与 え る

情 報 で あ り ， 例 え ば ， 戦 争 ， 軍 事 ・ 防 衛 計 画 ， 国 防 に 影 響 を 与 え

る 外 交 関 係 ， イ ン テ リ ジ ェ ン ス 作 戦 ， 国 防 に 影 響 を 与 え る 科 学 ・

技 術 に 関 す る 情 報 な ど で あ る ．‘ Sec r e t’ と は ， 国 家 に ‘ 重 大 な

( se r i ous )’損 害 を与 え る 情報 で あ り， 米 国 との 対 外 関係 の 危 機 ，国

防 に 決 定 的 な 重 要 性 を も つ プ ロ グ ラ ム ・ 計 画 の 効 率 性 の 低 下 ， 重

要 な 軍事 ・防 衛 計画 に 妨 害を も た らす よ う な情 報 で ある ．そ し て ，

‘ Conf id en t i a l’は ，国 家 の 防 衛 上 の‘ 利 益 を 損 な う（ pre jud i c i a l）’

情 報一 般と され てい る．

こ の ア イ ゼ ン ハ ワ ー の 大 統 領 命 令 は ， そ の 後 も 多 少 の 変 更 は あ

っ た が， 以 後 20 年 に 渡っ て 米 国の 秘 密 指定 情 報 制度 と し て通 用 す

る こ と に な り ， そ の 後 の 秘 密 指 定 の 改 定 に 関 す る 大 統 領 命 令 も

E.O.1 0501 を 新た な制 度設 計の 参照 点と した ．

再 び 高ま る 米 ソの 緊 張 の中，R.レ ー ガン 政 権 は，ア イ ゼン ハ ワ ー

の 秘 密 指 定 制 度 変 更 す る 必 要 に 迫 ら れ た ． 彼 は 1982 年 4 月 ，

E.O.1 2356 で 秘 密指 定 情 報の 範 囲 を再 び ‘ 国 家 安全 保 障’ に す る．

こ こ で ‘ 国 家 安 全 保 障 ’ の 意 味 が ‘ 国 家 防 衛 （ na t i ona l de f ens e）’

及 び‘対 外 関係 ( fo r e i gn re l a t i ons )’ と し て簡 潔 か つ曖 昧 に 規定 さ れ

る こ と に な っ た ． こ の と き ， 大 統 領 令 は 秘 密 指 定 情 報 カ テ ゴ リ ー

を 設 け ， 国 家 安 全 保 障 に 関 わ る 情 報 を 例 示 し て い る が ， そ の 中 に

は 大 統 領 や 省 庁 幹 部 に よ っ て 任 意 に 定 め ら れ て 情 報 と い う 曖 昧 な

カ テゴ リー が設 けら れて いた ． 12

ま た， い っ たん 秘 密 指定 が 解 除さ れ た 情報 を 再 秘密 指 定 した り ，

秘 密 指 定 の 解 除 自 動 化 を 廃 止 す る な ど ， レ ー ガ ン 政 権 は 秘 密 指 定

情 報保 護の 柔軟 化・ 強化 を図 った ．

こ れ に 対 し て W.J .ク リ ン ト ン 政 権 時 に な る と ， 米 国 は ア イ ゼ ン

ハ ワ ー ・ ス タ イ ル の 秘 密 指 定 情 報 体 制 へ 戻 る ． こ の 復 活 の 背 景 に

は ， 東 側 諸 国 の 民 主 化 ・ ソ 連 の 崩 壊 に よ る 米 国 の 安 全 保 障 環 境 の

変 化 ， 政 府 の 説 明 責 任 や コ ス ト 削 減 の 要 請 ， 国 内 政 局 の 変 化 な ど

が あ っ た ． 131995 年 4 月 の ク リ ン ト ン 大 統 領 の E.O.1 2958 は ，‘ 疑

わ し きは 秘 密 にせ ず ’ を 基 本的 信 条 にし て ， 14 こ れ まで 秘 密 指定

情 報 の 管 理 が 省 庁 で ば ら ば ら で あ っ た 状 況 を 改 善 す る た め ， 政 府

中 央 で 一 貫 し た 統 一 秘 密 指 定 制 度 の 基 準 の 構 築 を 試 み た ． 彼 は 省

庁 全 体で 秘 密 指定 権 限 持つ 者 の 範囲 を 明 確に 定 め ， 15マ ー キン グ ご

と の 保 護 措 置 の 均 一 化 を 行 い ， レ ー ガ ン が 廃 止 し た 秘 密 指 定 の 自

動 解 除 16を 復 活さ せ ， 再秘 密 指 定を 禁 止 して ， 秘 密指 定 情 報の 種 類

を 明 確化 し た ． 17さ ら に， 政 府 職員 に は 秘密 指 定 に関 す る 異議 申 し

立 て の 機 会 を 保 障 し ， よ り 明 確 な 基 準 の 下 に 秘 密 指 定 情 報 を 作 り

だ す た め カ ー タ ー 政 権 が 採 用 し て い た 公 共 の 利 益 と 情 報 の 秘 密 と

の 比 較 考 量 基 準 ‘ バ ラ ン シ ン グ ・ テ ス ト ’ を 導 入 ， 秘 密 指 定 ・ 秘

密 指 定解 除 及 び政 策 ・ 手続 き に 関す る 2 つ の 検討 パ ネ ルの 創 設 18な

ど を行 った ．

こ の よ う に 冷 戦 後 の 一 時 期 ， 米 国 は 平 和 の 恩 恵 を 受 け て 安 全 保
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障 上 の秘 密 の 運営 は 最 小限 で 行 われ て い た． だ が ， 2001 年 の 9 月

11 日，米 国 本土 が テ ロリ ス ト によ っ て 米国 史 上 初め て 攻 撃さ れ る ．

20 日 ， G.W.ブ ッ シュ（ ブ ッ シュ Jr.）大 統 領は 米 国 は第 2 次 世 界大

戦 以 後 初 め て の 戦 争 状 態 ( at wa r )に 突 入 し た こ と を 宣 言 ． 19米 国 は

以 後 戦時 体 制 とな る ． 202003 年 ブ ッ シュ Jr.大 統 領は ク リ ント ン の

E.O.1 2958 に お ける 統 一 ・一 貫 した 秘 密 指定 情 報 制度 構 築 に賛 成 し

つ つ も ， ク リ ン ト ン と は 逆 の ベ ク ト ル を 選 択 す る ． ブ ッ シ ュ Jr.は

大 統 領令 E.O.1 329 2 で E.O.12 95 8 修 正 を行 う ．彼 は クリ ン ト ンの‘ 疑

わ し き は 秘 密 に せ ず ’ 原 則 を 廃 止 し ， 再 秘 密 指 定 を 復 活 ， 秘 密 指

定 期 間 の 上 限 設 定 も 無 く し た ． ま た ， 秘 密 指 定 情 報 の 対 象 カ テ ゴ

リ ー と し て 国 家 安 全 保 障 に 関 わ る イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ュ ア の 脆 弱

性 ・ 能 力 や 大 量 破 壊 兵 器 に 関 す る 情 報 を 新 た に 追 加 ， ク リ ン ト ン

が 作 った 秘 密 指定 上 訴 パネ ル（ ISCAP）に よ る秘 密 指 定解 除 決 定を

最 終 的に 覆 す 権限 を 中 央イ ン テ リジ ェ ン ス長 官 （Di rec to r of Cen t r a l

In t e l l i gen ce , DC I） 21に 与 え，秘 密 指定 及 び その 保 護 を促 進 す る立 場

を 採っ た． 22

2009 年 1 月 ，B. H.オ バ マが 第 44 代 合 衆国 大 統 領に 就 任 ．彼 は‘ 前

例 の 無 い レ ベ ル で の‘ 公 開 性（ open nes s）’‘ 透 明 性 ( tr a nspa r ency )’，

‘ 国 民 参 加 (pub l i c pa r t i c i pa t i o n)’，‘ 公 民 協 調 (co l l abo r a t i on )’ を

軸 と し た 国 家 の 構 築 を 目 指 す ‘ オ ー プ ン ・ ガ バ メ ン ト ・ イ ニ シ ア

テ ィ ブ’ を 進 めて い る とさ れ ， 23こ の 姿勢 が 安 全保 障 分 野も 含 む 政

府 情 報 の 管 理 に も 現 れ て い る ． オ バ マ は 大 統 領 令 発 表 に 先 立 つ

2009 年 5 月 27 日 ，オ バ マは 覚 書 を関 係 省 庁に 出 し た．そ こ で彼 は ，

秘 密指 定情 報の 管理 を厳 格化 する 方針 を明 確に 打ち 出し た． 24

そ し て覚 書 は ，安 全 保 障保 障 担 当大 統 領 補佐 官 に 90 日 以 内に ク

リ ン ト ン 政 権 時 の E.O.1 2958 を 基 盤 と し た 修 正 勧 告 を 出 す こ と を

命 じた ．調 査 結 果報 告に は次 のよ うな 勧告 がな され てい た．

� 国 家 秘 密 指 定 解 除 セ ン タ ー （ Nat io na l Dec la s s i f i c a t i on Cen t e r，

NDC） の設 立

� 過 剰な 秘密 指定 (Ove rc l a s s i f i c a t i on )の 問題 への 効果 的対 処

� 秘 密指 定情 報の 共有 拡大 に対 する 必要 な対 処

� 再 秘密 指定 の禁 止

� ‘ 大 量 破 壊 兵 器 に 関 す る 米 国 の イ ン テ リ ジ ェ ン ス 能 力 に 関 す

る 委 員 会 （ 通 称 WMD 委 員 会 ）’ な ど で 提 言 さ れ た ， 電 子 的 環

境 25で の 適 切 な 秘 密 指 定 ， 秘 密 保 護 ， 情 報 入 手 ， 秘 密 指 定 解 除

の 実施

� そ の 他，公 開 性透 明 性 の増 大，政 府 の正 当 な 利益 の 保 護の た め

に 必要 な手 段の 構想

12 月 29 日 ，調 査 結果 ・勧 告 をふ ま え，オ バ マは 新 た な大 統 領 令

E.O.1 3526 で ク リ ン ト ン の E.O.1 2958 を 更 新 し た ． こ う し た 動 き は

オ バ マ は ク リ ン ト ン の 大 統 領 令 に お け る 秘 密 指 定 情 報 制 度 を 基 礎

に し つ つ も ， 彼 の ‘ オ ー プ ン ・ イ ニ シ ア テ ィ ブ ’ に よ り 適 応 し た

形 で 制 度 の 構 築 を 目 指 そ う と し て い る こ と の 表 れ で あ る ． 実 際 、

彼 は 自 身 の 大 統 領 命 令 E.O.1 3526 で 秘 密 指 定 情 報 と い え ど も ，“ 永

久 に秘 密に し続 ける こと は許 され ない ” 26と 公言 して いる ．

オ バ マは 新 設 の NDC 指 揮 の下，2013 年 12 月 31 日 ま でに こ れ ま
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で 自 動 秘 密 指 定 解 除 の 対 象 と な っ て い た 4 億 ペ ー ジ 以 上 の 連 邦 政

府 の 記 録 の 未 処 理 分 を ， す べ て 公 開 す る 作 業 を 進 め る よ う 省 庁 の

リ ー ダ ー た ち に 求 め た ． そ し て ， NDC の ア ー カ イ ビ ス ト は 作 業 状

況 を 6 ヶ 月ご とに 報告 する こと とな った ．

3. 米国の安全保障情報管理における政策的含意

今 回の 調査 で秘 密指 定制 度と は，

� 誰 が秘 密指 定で きる のか

� ど う いっ た 種 類の 情 報 が秘 密 指 定の 対 象 とな り ，ど う いっ た マ

ー キン グで 秘密 指定 でき るの か

� 秘 密 指定 さ れ た情 報 は ，マ ー キン グ ご とに ど の よう な 保 護措 置

が 採ら れる のか

� 誰 が秘 密指 定情 報に アク セス でき るの か

� ど のよ うに ，い つ秘 密指 定が 解除 され るの か

と い う こ と を 主 に 規 定 し た 制 度 で あ る こ と が 分 か っ た ． こ の 制

度 の 骨 格 と 上 記 の 制 度 の 歴 史 か ら ， 以 下 の よ う な 政 策 に 関 す る メ

リ ット ・デ メリ ット を考 える こと がで きよ う．

第 二 次 世 界 大 戦 を 境 と し て こ の 制 度 の 詳 細 の 最 終 的 な 決 定 権 は

軍 部 か ら 大 統 領 に 移 っ た ． 確 か に 刻 々 と 変 化 し つ づ け る 安 全 保 障

環 境 ・ 国 内 世 論 に 対 応 す る た め に は ， 行 政 府 の ス ピ ー ド と 柔 軟 性

が 必 要 と さ れ る の で ， 大 統 領 が リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 し て 迅 速 に

決 定 を 行 え る メ カ ニ ズ ム に メ リ ッ ト は 大 き い ． 実 際 に ア イ ゼ ン ハ

ワ ー は ， 冷 戦 の 中 で ソ 連 と 厳 し く 対 峙 し つ つ も ， 安 全 保 障 の 定 義

の 曖 昧 さ や 広 範 さ が 国 民 の 政 府 へ の 不 信 を 招 き か ね な い と し て ，

秘 密 指 定 の 対 象 範 囲 を 国 家 防 衛 に 限 定 し て 国 内 外 か ら の 要 請 の バ

ラ ン ス を と っ た ． 当 時 は 核 戦 争 と い う 軍 事 問 題 が 国 家 安 全 保 障 の

中 心 に あ っ た の で ， 対 象 を 国 家 防 衛 に 限 定 す る こ と が で き た ． 一

方 ク リ ン ト ン は ， 冷 戦 後 の 多 様 化 し た 脅 威 （ テ ロ リ ズ ム ， 麻 薬 戦

争 ， 内 戦 な ど ） に 対 処 す る た め ， 秘 密 指 定 情 報 の 対 象 を 軍 事 に 限

定 し な い 安 全 保 障 と せ ざ る を 得 な か っ た が ， 秘 密 指 定 に 関 す る 統

一 基 準 を 作 り ， 秘 密 指 定 の 期 間 制 限 や 自 動 解 除 規 定 を 設 け る な ど

柔 軟 か つ 厳 格 な 制 度 設 計 を 行 う こ と で ， 情 報 の 自 由 ・ 政 府 の 説 明

責 任 を 果 た そ う と し た ． こ う し た 例 は ， 大 統 領 に 大 き な 裁 量 を 与

え る秘 密指 定情 報制 度の メリ ット を 示し たと 言 えよ う．

だ が ， こ の 制 度 が も た ら す 政 策 上 の デ メ リ ッ ト は 少 な く な い ．

ま ず ， 大 統 領 主 導 の 秘 密 指 定 情 報 制 度 と い う の は 裏 を 返 す と ， 秘

密 指 定 情 報 制 度 の 成 否 が 大 統 領 の 国 家 安 全 保 障 ・ 国 内 政 治 に 関 す

る 先見 性や 力量 に大 きく 依存 する とい うこ とで ある ．

米 国 は戦 略 的 に追 求 す る価 値 の 一つ と し て，情 報 の自 由 な 流通 ・

公 開 性 を 志 向 し て る と 前 に 書 い た が ， そ の 程 度 は 第 二 次 世 界 大 戦

後 の 米 国 の 秘 密 指 定 制 度 の 下 で は 大 統 領 の 裁 量 に よ っ て 大 き く 変

化 す る ． ア イ ゼ ン ハ ワ ー や ク リ ン ト ン は 連 邦 政 府 の 情 報 の 自 由 ・

公 開 と い う 価 値 と 国 家 安 全 保 障 と い う 価 値 を ， 秘 密 指 定 情 報 の 対

象 限 定 ， 秘 密 指 定 期 間 設 定 ， 統 一 基 準 の 設 定 な ど で 均 衡 さ せ よ う

と し た が ， レ ー ガ ン や ブ ッ シ ュ Jr.が 大 統 領 で あ っ た 時 の 米 国 は ，

国 家 安 全 保 障 を よ り 重 視 し た 置 い た 結 果 ， 他 の 政 権 時 代 よ り も 政

府 情 報 の 流 通 ・ 公 開 は 妨 げ ら れ た ． こ の よ う に 安 全 保 障 的 価 値 が
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あ ま りに 強 く 追求 さ れ ると ，最 悪 の場 合，密 指 定情 報 制 度の 乱 用 27，

安 全 保 障 と は 別 の 目 的 （ 違 法 行 為 や 行 政 府 ・ 個 人 の 失 態 の 秘 匿 な

ど ）と いっ た秘 密指 定情 報制 度の 乱用 に繋 がる こと が あ る． 28

ブ ッ シ ュ Jr.政 権 と は 異 な り ， 現 在 の オ バ マ 大 統 領 は 自 身 の 政 治

信 条 に 従 い ， 安 全 保 障 よ り も 情 報 の 自 由 と い う 価 値 を 重 視 し た 秘

密 指 定 情 報 管 理 制 度 を 求 め て い る よ う だ が ， 彼 の 制 度 が 情 報 社 会

時 代 の 秘 密 管 理 と し て 適 し て い る か ど う か は 議 論 の 余 地 が あ ろ

う ．WikiL eaks .o r g に よ る一 連 の 秘密 指 定 情報 の 漏 洩事 件 ，特 に 201 0

年 11 月 の 25 万 件 以上 に 及 ぶ外 交 秘 密文 書 の 漏洩 事 件 は，オ バ マ大

統 領 の理 想 と する 政 府 の情 報 管 理と は 異 なる 結 果 を招 い た． 29M.G .

ミ ラ ー は ， 軍 事 ・ 外 交 ， イ ン テ リ ジ ェ ン ス ， 兵 器 開 発 な ど に 関 す

る 情 報 は 実 際 の 作 戦 遂 行 の 上 で 密 接 不 可 分 な 関 係 （ in ex t r i c a b l e

re l a t i onsh ips )に あ るた め ，す べ て同 時 に 秘密 保 護 され ね ば なら な い

と 説 明し て い るが ， 30 ‘Top Sec r e t’は な かっ た と はい え ，最 新 の

外 交 文 書 が こ れ ほ ど ま で 大 量 に 流 出 し て し ま っ た と な っ て は ， 米

国 の 安 全 保 障 が 大 き な ダ メ ー ジ を 受 け た と 言 っ て も 過 言 で は な

い ． 31

現 在，‘ オ ー プン ・ ガバ メ ン ト・ イ ニシ ア テ ィブ ’に よ って か つ

て 無 い レ ベ ル で 政 府 の 透 明 化 ・ 公 開 化 作 業 が 進 め ら れ て い る が ，

情 報 保 全 監 査 局 （In f o rma t i on Secu r i t y Ove r s i g h t Off i ce , ISOO）32 の

2011 年 の 報 告 書 に よ る と ， 秘 密 指 定 情 報 に 関 す る 統 一 ・ 一 貫 し た

基 準 に基 づ く 省庁 別 内 部規 則 の 策定 33や 秘 密指 定 解 除情 報 の 公開 3435

が 思っ たほ ど進 んで いな いよ うで ある ．

な お 、 秘 密 指 定 情 報 制 度 の 枠 外 に 目 を 向 け る こ と も ， 安 全 保 障

情 報 管 理 政 策 全 体 を 考 え る 上 で は 大 切 な こ と で あ る ． 9 ・ 11 事 件

に 関 する 議 会 報告 書 36も 示 し たよ う に ，テ ロ な どの 不 確 定脅 威 を 察

知 す る た め に は 秘 密 指 定 情 報 と そ れ 以 外 の 政 府 情 報 に も 目 を 向 け

る 必 要 が あ る ． だ が ， 非 秘 密 指 定 情 報 の 管 理 は ， こ れ ま で も っ ぱ

ら 省 庁 内 部 の 問 題 と さ れ ， 大 統 領 の 裁 量 が 及 ぶ と こ ろ で は な か っ

た ． 37ま た，秘 密指 定 情 報と 司 法・刑 事法 が 考 える‘秘 密指 定 情 報 ’

と の 違い も 未 だに 解 決 され て い ない 38． こ のよ う に ，米 国 は 大統 領

の コ ン ト ロ ー ル が 不 十 分 ・ 不 可 能 な 秘 密 指 定 制 度 以 外 の 政 府 情 報

に つ い て も 政 策 的 に 調 整 し な け れ ば な ら な い と い う 問 題 を 抱 え て

い る．

4. おわりに

以 上 ， 本 稿 で は 秘 密 指 定 情 報 制 度 の 歴 史 ・ 内 容 を 中 心 に 米 国 の

安 全 保 障 情 報 管 理 政 策 の 含 意 を 考 察 し た ． 2010 年 は 上 記 の

WikiL eaks 事 件 に 加 え ， イ ラ ン の 核 施 設 や 産 業 イ ン フ ラ を 狙 っ た

Stuxn e t と 呼 ばれ る 新 種の ワ ー ム事 件 が 発生 し た ．39ま た ，2011 年 5

月 2 日 に は ， 9 ・ 11 事 件 の 首 謀 者 と さ れ る O.B.ラ デ ィ ン が 米 国 と

の 戦 闘で 死 亡 した と 報 道さ れ た ． 40こ う した 安 全 保障 環 境 の急 速 な

変 化 が ， オ バ マ 政 権 以 降 の 米 国 の 安 全 保 障 に 関 す る 情 報 管 理 政 策

に ど の よ う な 影 響 を 与 え る か ， 今 後 も 米 国 の 動 向 に 注 目 し て い く

必 要が あろ う．
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原 喜 一 郎 他 編 『 国 際 政 治 の 理 論 (‘ 現 代 の 政 治 学 ’ シ リ ー ズ )』 (東 海 大 学 出 版 会 ，

19 9 7 )， 武 田 泰 裕 ‘ 安 全 保 障 の 非 軍 事 的 側 面 ’ p.18 9 武 田 泰 裕 ・ 神 谷 万 丈 編 著 『 安

全 保 障 学 入 門 』 (亜 紀 書 房 ， 20 0 6 )な ど を 参 照 ．

5 マ ー キ ン グ と は ，対 象 資 料 に 付 さ れ る ‘Top Se c r e t’‘ Se c r e t’‘ Co n f i d e n t i a l ’

と い っ た ， 情 報 の 秘 匿 レ ベ ル の 表 示 の こ と で あ る ．

6 50 U. S .C . 42 6 ( 1 )
7 Ha r o l d C. R e l y e a , Se c u r i t y Cl a s s i f i e d an d Co n t r o l l e d In f o rma t i o n : Hi s t o r y , St a t u s ,
an d Eme r g i n g Man a g em en t I s s u e s ( F e b r u a r y 11 , 20 0 8 ) . p . 2 .
8 Re ly e a , Ib i d . ; J e n n i f e r K. El s e a , Th e Pr o t e c t i o n of Cl a s s i f i e d In f o rm a t i o n : Th e Leg a l
Fr amewo r k (CRS , Ja n u a r y 10 20 11 ) . p. 1 . ;
Ke v i n R. Ko s a r , Cl a s s i f i e d In f o r ma t i o n Po l i c y an d Ex e c u t i v e Or d e r 13 5 2 6 (CRS ,
De c emb e r 10 20 1 0 ) . p . 3 .
9 Re ly e a , Ib i d . p. 2 .
10 El se a , Ib i d . p . 1 .
11 Re l y e a , Ib i d . p . 3 .
12 “ (a ) In f o rma t i o n sh a l l be co n s i d e r e d fo r c l a s s i f i c a t i o n if i t co n c e r n s :

(1 ) mi l i t a r y pl a n s , we a p o n s , o r op e r a t i o n s ;
(2 ) th e vu l n e r a b i l i t i e s o r ca p ab i l i t i e s o f sy s t em s ,

in s t a l l a t i o n s , p r o j e c t s , o r p l a n s re l a t i n g to th e na t i o n a l
se c u r i t y ;

(3 ) fo r e i g n go v e r nmen t in f o rm a t i o n ;
(4 ) in t e l l i g e n c e ac t i v i t i e s ( i n c l u d i n g sp e c i a l ac t i v i t i e s ) , o r

in t e l l i g e n c e so u r c e s or me t h o d s ;
(5 ) fo r e i g n re l a t i o n s o r fo r e i g n ac t i v i t i e s of th e Un i t e d St a t e s ;
(6 ) sc i e n t i f i c , te c h n o l o g i c a l , or ec o n om i c ma t t e r s re l a t i n g to

th e na t i o n a l se c u r i t y ;
(7 ) Un i t e d St a t e s Go v e r nme n t p r o g r am s fo r sa f e g u a r d i n g nu c l e a r

ma t e r i a l s or fa c i l i t i e s ;
(8 ) cr y p t o l o g y ;
(9 ) a co n f i d e n t i a l so u r c e ; o r

(1 0 ) o t h e r ca t e g o r i e s of in f o r ma t i o n th a t ar e re l a t e d to th e na t i o n a l se c u r i t y an d th a t
re q u i r e p r o t e c t i o n ag a i n s t un au t h o r i z e d di s c l o s u r e as de t e rm i n e d by th e Pr e s i d e n t or by

ag e n cy he a d s or o t h e r of f i c i a l s wh o ha v e be en de l e g a t e d or i g i n a l c l a s s i f i c a t i o n
au t h o r i t y by th e Pr e s i d e n t .”
13 85 年 の 国 防 総 省 ・ 安 全 保 障 レ ビ ュ ー 委 員 会 の 調 査 は ， 国 防 総 省 及 び 防 衛 産 業 が

あ ま り に も 多 く の 秘 密 指 定 情 報 を 作 り だ し て い る こ と を 指 摘 し て い る ． 秘 密 指 定

に 関 す る コ ス ト に つ い て は ， 93 年 10 月 に 政 府 説 明 責 任 局 （ Gov e r nme n t
Ac co u n t a b i l i t y Of f i c e , GAO） が ， 92 年 で 秘 密 指 定 に 直 接 か か っ た 費 用 だ け で も 3
億 5 千 万 ド ル を 超 え ， 秘 密 指 定 解 除 に は 60 0 万 ド ル か か る と い う 調 査 報 告 を 発 表

し た ．加 え て 同 報 告 書 は ，秘 密 指 定 後 の 情 報 保 護 に か か る 人 的 物 的 費 用 が 数 10 億

ド ル か か っ て い る こ と も 指 摘 し て い る ． El s e a , Ib i d . p . 4 .
14 E.O . 1 2 9 5 8 に は ，‘I f th e r e is si g n i f i c a n t do u b t ab o u t th e ne e d to c l a s s i f y in f o rma t i o n ,
i t sh a l l no t be c l a s s i f i e d’ ‘ If th e r e is si g n i f i c a n t do u b t ab o u t th e ap p r o p r i a t e le v e l o f
c l a s s i f i c a t i o n , i t sh a l l be c l a s s i f i e d a t th e low e r le v e l’ と い う 記 述 が あ る ．
15 E.O . 1 2 9 5 8 に は ， 最 初 に 秘 密 指 定 を 行 う 権 限 を 与 え ら れ た 原 秘 密 指 定 （ Or i g i n a l
Cl a s s i f i c a t i o n） 権 を 持 つ 者 や そ の 権 限 を 委 任 （ de l e g a t i o n） さ れ る 者 に つ い て の 要

件 が 定 め ら れ て い る ．
16 E.O . 1 2 9 5 8 に よ っ て ， 20 0 6 年 12 月 31 日 以 降 ， 25 年 以 上 の 秘 密 指 定 を さ れ ， か

つ ，合 衆 国 法 44 章 の 下 で 常 時 歴 史 的 価 値 （ pe rma n en t h i s t o r i c a l va l u e）が あ る と 判

断 さ れ た す べ て の 情 報 は ， 自 動 的 に 秘 密 指 定 解 除 が な さ れ る こ と と な っ た ． も っ

と も ， 担 当 省 庁 の ト ッ プ は ， 特 定 の 領 域 に お い て 引 き 続 き 機 微 に 触 れ る ， 秘 密 情

報 を 例 外 扱 い に す る こ と は で き る ．
17 “ In f o r ma t i o n may no t be co n s i d e r e d fo r c l a s s i f i c a t i o n un l e s s i t co n c e r n s :
(a ) mi l i t a r y pl a n s , we a p o n s sy s t e m s , o r op e r a t i o n s ;
(b ) fo r e i g n go v e r nm en t in f o rma t i o n ;
(c ) in t e l l i g e n c e ac t i v i t i e s ( i n c l u d i n g sp e c i a l ac t i v i t i e s ) , in t e l l i g e n c e so u r c e s o r
me t h o d s , o r cr y p t o l o g y ;
(d ) fo r e i g n re l a t i o n s or fo r e i g n ac t i v i t i e s o f th e Un i t e d St a t e s , in c l u d i n g co n f i d e n t i a l
so u r c e s ;
(e ) sc i e n t i f i c , te c h n o l o g i c a l , o r ec o n om i c ma t t e r s re l a t i n g to th e na t i o n a l se c u r i t y ;
( f ) Un i t e d St a t e s Go v e r nme n t p r o g r am s fo r sa f e g u a r d i n g nu c l e a r ma t e r i a l s o r fa c i l i t i e s ;
o r
(g ) vu l n e r a b i l i t i e s or ca p a b i l i t i e s o f sy s t e m s , in s t a l l a t i o n s , pr o j e c t s o r p l a n s re l a t i n g
to th e na t i o n a l se c u r i t y .”
18 E.O . 1 2 9 5 8 は ， 結 局 ， 2 つ の 組 織 を つ く る こ と に な る ． ひ と つ は 省 庁 間 安 全 保 障

秘 密 指 定 上 訴 パ ネ ル （ In t e r a g en cy Se c u r i t y Cl a s s i f i c a t i o n App e a l s Pa n e l， IS CAP )で ，

今 一 つ は ， 情 報 保 全 政 策 諮 問 委 員 会 （ In f o rm t i o n Se cu r i t y Po l i c y Adv i s o r y Co u n c i l ，
IS PAC )で あ る ． ISCAP は 秘 密 指 定 に 対 す る 異 議 申 し 立 て に つ い て 最 終 的 な 決 定 な

ど を 行 う ． ISPA C は 助 言 や 議 論 を 行 う と さ れ た ． Ke v in R. Ko s a r , Se c u r i t y
Cl a s s i f i c a t i o n Po l i c y an d Pr o c e d u r e : E . O . 1 2 9 5 8 , as amme n d e d (CRS , De c emb e r 3 1 ,
20 0 9 ) . p. 8 .
19 Pr e s i d e n t Ge o r g e W. Bu s h , "A d d r e s s to a Jo i n t Se s s i o n of Co n g r e s s an d th e Ame r i c a n
Pe o p l e , " ( Se p t emb e r 20 , 20 0 1 ) . Av a i l a b l e a t :
h t t p : / / www . f a s . o r g / i r p / n e ws / 2 0 0 1 / 0 9 / gw b0 9 2 0 0 1 . h tm l
20 Th e Wh i t e Ho u s e , Na t i o n a l Se cu r i t y St r a t e g y (Ma y 20 1 0 ) . p. 2 0 .
21 当 時 ． 現 在 は CI A 長 官 （ D/DC I A） と 呼 ば れ る ．
22 El s e a , Ib i d . pp . 4 - 5 .
23 Wendy R. Gi n s b e r g , Th e Ob ama Adm i n i s t r a t i o n ' s Op e n Gov e r nme n t In i t i a t i v e : I s su e s
fo r Co n g r e s s ( J a n u a r y 28 20 11 ) .
24 Ba r a c k H. Ob am a , “Memo r an d um of May 27 , 20 0 9 —Cl a s s i f i e d In f o r ma t i o n an d
Co n t r o l l e d Un c l a s s i f i e d In f o rma t i o n , ”（ May 27 20 0 9） Ava i l a b l e a t :
h t t p : / / www .wh i t e h o u se . g o v / t h e _ p r e s s _ o f f i c e / P r e s i d e n t i a l -M em o r an d um -C l a s s i f i e d - I n f
o rma t i o n - a n d -C o n t r o l l e d -Un c l a s s i f i e d - I n f o rm a t i o n /
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25 秘 密 指 定 情 報 の 電 子 的 管 理 は 専 用 の ネ ッ ト ワ ー ク ・シ ス テ ム を 使 っ て 行 わ れ る ．

代 表 的 な も の に イ ン テ リ ン ク （ In t e l i n k） と 呼 ば れ る も の が あ る ． ア ク セ ス 権 限 に

よ っ て い く つ か の バ ー ジ ョ ン が あ る ．す べ て が 判 明 し て い る わ け で は な い が ，‘ Top
Se c r e t’ は In t e l i n k - SC I（ 現 在 の 管 理 は Jo i n t Wo r l dw i d e In t e l l i g e n c e Commun i c a t i o n
Sy s t em , JW ICSが 行 う ． ） ,‘ Se c r e t’ は In t e l i n k - S（ 管 理 は Se c r e t In t e r n e t Pr o t o c o l
Ro u t e r Ne tw o r k , SI PRNET） ,‘ Co n f i d e n t i a l’は In t e l i k - P o l i c y n e t (現 在 は 廃 止 ． CI A
が 管 理 し て い た ． )な ど が あ る ． 詳 し く は ， Lo r n e Te i t e l b a um , Th e Imp a c t o f th e
In f o rm a t i o n Re v o l u t i o n on Po l i c y Mak e r s ’ Us e of In t e l l i g e n c e An a l y s i s (RAND
Co r p o r a t i n , 20 0 5 ) . pp . 1 0 1 - 7
26 Ex e c u t i v e Or d e r 13 5 2 6 , "C l a s s i f i e d Na t i o n a l Se c u r i t y In f o r ma t i o n , "（ Dec em b e r 29
20 0 9） .
27 20 0 5年 7月 ニ ュ ー ヨ ー ク タ イ ム ズ 紙 は ， ブ ッ シ ュ Jr .政 権 が 一 分 間 に 12 5件 の 割 合

で 秘 密 指 定 を 行 っ て い る と ， ブ ッ シ ュ 政 権 の 秘 密 指 定 情 報 政 策 の 乱 用 を 批 判 ． ま

た 同 紙 は ，秘 密 指 定 の 増 加 と と も に ，秘 密 指 定 解 除 が 減 っ て い る こ と も 指 摘 し た ．

冷 戦 後 に は 再 秘 密 指 定 制 度 の 乱 用 も 問 題 と な っ た ． 20 0 6年 2月 21日 の ジ ョ ー ジ ・ワ

シ ン ト ン 大 学 の 国 家 安 全 保 障 ア ー カ イ ブ （ Na t i o n a l Se cu r i t y Ar c h i v e） の 報 告 書 に

よ る と ，19 9 9年 よ り イ ン テ エ リ ジ ェ ン ス 機 関 は NARAと 秘 密 協 定 を 結 び ，密 か に 秘

密 指 定 解 除 文 書 の 再 秘 密 指 定 を 進 め ，55 0 0 0件 以 上 の 文 書 を 再 秘 密 指 定 に し た と い

う ． ‘ 省 庁 の 許 可 な く ’ 秘 密 指 定 の 自 動 解 除 作 業 が 行 わ れ た こ と が 原 因 で あ っ た

と も 言 わ れ る が ， 20 0 6年 4月 26日 の 情 報 保 全 監 査 局 （ In f o r ma t i o n Se cu r i t y Ov e r s i g h t
Of f i c e , ISOO） の 報 告 書 は ， 再 秘 密 指 定 情 報 の 64%が 秘 密 指 定 基 準 に 適 合 し ， 24%
は ‘ 明 ら か に 不 適 切 ’ ， 残 り は ‘ 疑 わ し い ’ も の で あ っ た と 述 べ た ． 詳 し く は ，

Re l y e a , Ib i d . pp . 2 7 , 30 - 3 1 .な ど を 参 照 ．
28 秘 密 指 定 情 報 制 度 の 乱 用 が 疑 わ れ る ケ ー ス と し て ， ニ ク ソ ン 政 権 時 の ‘ ウ ォ ー

タ ー ・ ゲ ー ト ’ 事 件 や ブ ッ シ ュ Jr.政 権 時 の ア ブ ・ グ レ イ ブ ・ グ ワ ン タ ナ モ 収 容 所

で の 拷 問 ， ‘ 囚 人 特 例 引 渡 し （ ex t r a o r d i n a r y re n d i t i o n） ’ な ど が あ る ． 詳 し く は ，
US Se n a t e , Th e Fi n a l Re p o r t of th e Se l e c t Comm i t t e e on Pr e s i d e n t i a l Camp a i g n
Ac t i v i t i e s (J u n e 19 7 4 ) . , Th e As s a s s i n a t i o n Ar ch i v e s an d Re s e a r c h Ce n t e r ( AARC ) ,
Ch u r c h Comm i t t e e Re p o r t s ( 1 9 7 5 , 19 7 6 ) . A v a i l a b l e a t :
h t t p : / / www . a a r c l i b r a r y . o r g / p u b l i b / c o n t e n t s / c h u r c h / c o n t e n t s _ c h u r c h _ r e p o r t s . h t m l ,
Je n n i f e r K. El s e a , U. S . Tr e a tm en t o f Pr i s o n e r s in I r a q : Se l e c t e d Leg a l I s su e s (M ay 19
20 0 5 ) .M i c h a e l Jo h n Ga r c i a , Re n d i t i o n s : Co n s t r a i n t s Imp o s e d by Law s on To r t u r e (CRS ,
Se p t emb e r 8 20 0 9 ) . な ど を 参 照 ．
29 "L e ak e d Ca b l e s Of f e r Raw Loo k at U. S . Di p l omac y , " Th e New Yo r k Time s (N o v emb e r
28 20 1 0 ) . Av a i l a b l e a t : h t t p : / / www . n y t im e s . c om /2 0 1 0 / 1 1 / 2 9 / w o r l d / 2 9 c a b l e s . h t m l
30Mi ch a e l G. Mi l l e r , "A t t a i n i n g an d Ma i n t a i n i n g Na t i o n a l Se cu r i t y Ad v a n t a g e :
In f o rm a t i o n Op e r a t i o n s an d Se c r e c y , " IO Jo u r n a l (S p r i n g 20 0 5 ) . p . 3 0 .
31 事 件 後 ， H.R .ク リ ン ト ン 国 務 長 官 は ，“ こ の 漏 洩 事 件 は ‘ 米 国 の 対 外 政 策 利 益 に

対 す る 攻 撃 だ け で は な く ， 国 際 コ ミ ュ ニ テ ィ ー ― 世 界 の 安 全 を 守 り ， 経 済 の 発 展

を 行 う こ と に な る 同 盟 と パ ー ト ナ ー シ ッ プ ，対 話 と 交 渉 ― に 対 す る 攻 撃 で も あ る ”

と 述 べ て い る ． も っ と も ， R.M.ゲ イ ツ 当 時 国 防 長 官 は ， 米 国 が 他 国 に と っ て 依 然

と し て ‘ 必 要 不 可 欠 な 国 （ in d i s p e n s a b l e na t i o n）’ で あ る た め ， メ デ ィ ア が 言 う ほ

ど 大 き な 影 響 は な か っ た と 述 べ て い る ． Gi n s b e r g , Ib i d . p. 7 .
32 カ ー タ ー 大 統 領 の E.O . 1 2 0 6 5 ( 19 7 8年 6月 28日 )に よ っ て 設 立 さ れ た ，秘 密 指 定 情 報

制 度 の 指 針 作 り や 監 査 を 行 う 組 織 ．現 在 は 国 家 文 書 ・記 録 局 （Na t i o n a l Ar c h i v e s an d
Re co r d s Adm i n i s t r a t i o n , NARA） に 属 す る ．
33 20 1 1年 3月 15日 時 点 で 連 邦 政 府 の 関 係 41省 庁 の う ち 19省 庁 し か ，完 全 な 形 で 秘 密

指 定 制 度 に 関 す る 明 確 な 内 部 規 則 を 作 成 ・運 用 し て い な い と い う ．同 報 告 書 で ISOO
は ， こ の 省 庁 の 対 応 の 鈍 さ が ‘ 大 統 領 が 要 求 し た 改 革 を 実 施 す る 際 の も っ と も 大

き な 障 害 ’ に な る と 述 べ ， 警 戒 感 を 示 し て い る ． Na t i o n a l Ar c h i v e s an d Re c c o r d s
Adm i n i s t r a t i o n , 20 1 0 Re p o r t to th e Pr e s i d e n t (A p r i l 15 20 1 1 ) . 長 年 米 国 の 秘 密 情 報

政 策 を 分 析 し て い る S.ア フ タ ー グ ッ ド は ， こ れ は 大 統 領 へ の 抵 抗 で は な く ， 官 僚

制 度 の 問 題 で あ る と 分 析 す る ． つ ま り ， 大 き な 省 庁 ほ ど 官 僚 シ ス テ ム が 複 雑 で あ

る た め ，必 然 的 に 規 則 策 定 に 時 間 が か か る の で あ る と い う ．St e v e n Af t e r g o o d , "Mo s t
Ag e n c i e s Ar e Ou t o f Comp l i a n c e wi t h Se c r e c y Po l i c y , " S e c r e c y New s (A p r i l 20 1 1 ) .
Av a i l a b l e a t : h t t p : / / www . f a s . o r g / b l o g / s e c r e c y / 2 0 1 1 / 0 4
34 20 0 5年 9月 21日 時 点 で ， ISOOは 1臆 5 50 0万 ペ ー ジ の 秘 密 指 定 情 報 が 自 動 解 除 の 対

象 と な っ て い る と 報 告 ． そ し て IS OO， 関 係 省 庁 の う ち 22省 庁 が 自 動 秘 密 指 定 解 除

実 行 が ク リ ン ト ン の E.O. 1 2 9 5 8に 設 定 さ れ て い た 期 日 （ 20 0 6年 12月 31日 ）ま で に で

き る と 述 べ て い た ．オ バ マ は 4億 ペ ー ジ に 及 ぶ 秘 密 指 定 解 除 対 象 文 書 の 未 処 理 分 を ，

20 1 3年 12月 31日 ま で に 公 開 し 一 般 利 用 可 能 に せ よ と 省 庁 の リ ー ダ ー た ち に 覚 書 で

命 令 し た が ， 実 際 は 予 定 ど う り に 作 業 が 進 ん で い な い ． Re ly e a , I b i d . p. 2 7 . ,S t e v e n
Af t e r g o o d , "Se c r e c y Ov e rw h e lm s U. S . Hi s t o r i c a l Re co r d , " S e c r e c y News (A p r i l 20
20 1 1 ) . Av a i l a b l e a t : h t t p : / / www . f a s . o r g / b l o g / s e c r e c y / 2 0 1 1 / 0 4
35 Ba r a c k H. Ob ama , “ Imp l eme n t a t i o n of th e Ex e c u t i v e Or d e r , "C l a s s i f i e d Na t i o n a l
Se cu r i t y In f o rma t i o n , ”（ De cemb e r 29 20 0 9） Ava i l a b l e a t :
h t t p : / / www .wh i t e h o u se . g o v / t h e - p r e s s - o f f i c e / p r e s i d e n t i a l -m emo r a n d um - im p l eme n t a t i o
n - e x e cu t i v e - o r d e r - c l a s s i f i e d - n a t i o n a l - s e c u r i t y
36 Th e Na t i o n a l Comm i s s i o n on Te r r o r i s t At t a c k s Upo n th e Un i t e d St a t e s , "Th e 9 / 1 1
Comm i s s i o n Re p o r t " ( J u l y 22 20 0 4 ) . p. 7 9 .
37 オ バ マ 政 権 は ， こ れ ま で 省 庁 ご と に 別 々 に 管 理 さ れ て い た 非 秘 密 指 定 情 報 の う

ち ， 一 定 の 保 護 を 必 要 と す る 情 報 （ Co n t r o l l e d Un c l a s s i f i e d In f o rma t i o n , CU I） を ，

秘 密 指 定 情 報 と 同 様 に 連 邦 政 府 の 統 一 基 準 で 管 理 さ せ よ う と し て い る （ CU I
Fr amewo r k） ． CU Iは も と も と 敏 感 ・ 非 秘 密 指 定 情 報 （ Se n s i t i v e Bu t Un c l a s s i f i e d
In f o r ma t i o n , SBU In f o rm a t i o n）と 呼 ば れ て い た も の で ，CU I Fr amew o r k設 定 は ，9・

11事 件 の 反 省 か ら ブ ッ シ ュ Jr .政 権 が テ ロ に 関 す る SUBを 連 邦 政 府 で 統 一 管 理 を し

た い と 考 え た こ と か ら 始 ま っ た 試 み で あ っ た ． 詳 し く は ， Th e Ta s k Fo r c e on
Co n t r o l l e d Un c l a s s i f i e d In f o rm a t i o n , "R ep o r t an d Re comm end a t i o n s of th e Pr e s i d e n t i a l
Ta s k Fo r c e on Co n t r o l l e d Un c l a s s i f i e d In f o r ma t i o n , " (A u g u s t 25 20 0 9 ) .を 参 照 ．
38 刑 法 で 定 め ら れ た ‘ 秘 密 指 定 情 報 ’ が 大 統 領 令 で 指 定 さ れ た ‘ 秘 密 指 定 情 報 ’

で は な い こ と が ， 問 題 と な っ て い る ． 詳 し く は ， Je n n i f e r K. El s e a , Cr im i n a l
Pr o h i b i t i o n s on th e Pu b l i c a t i o n of Cl a s s i f i e d De f e n s e In f o r ma t i o n (CRS , Ja n u a r y 10
20 1 1 ) .を 参 照 ．
39 St u x n e tは 次 世 代 の サ イ バ ー 戦 争 の 始 ま り と 考 え る 軍 事 関 係 者 も い る 。詳 し く は ，
Pa u l o Sh a k a r i a n , "S t u x n e t : Cy b e r wa r Re v o l u t i o n in Mi l i t a r y Af f a i r s , " Sma l l Wa r s
Jo u r n a l（ 20 1 1） . Av i l a b l e a t :
h t t p : / / sm a l l w a r s j o u r n a l . c om / b l o g / j o u r n a l / d o c s - t e mp / 7 3 4 - s h a k a r i a n 3 . p d f 20 1 1年 5月 1
日 以 降 発 表 の 一 連 の So n n y情 報 流 出 問 題 と Stu x n e tと の 関 係 は 執 筆 時 点 で は 不 明 。

‘‘ 既 知 の サ ー バ ー 脆 弱 性 が 原 因 ’、ソ ニ ー が 個 人 情 報 漏 え い 問 題 で 経 緯 を 説 明 ’，

ITP r o， 20 1 1年 5月 1日 ， ア ク セ ス ：
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40 "B in Lad e n Is De ad , Ob am a Sa y s , " Th e New Yo r k Time s (M ay 2 20 1 1 ) . Av a i l a b l e a t :
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